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1. はじめに 

近年わが国の 大学・研究機関でさまざまな 評価制度が検討され ，試行錯誤の 中，導入されっつあ る・ 

評価の対象は ，研究，教育，教員・ 研究者，機関・ 組織など様々であ る・この流れをたどると 平成 3 
年の大学審議会答申「大学教育の 改善について」と 学校教育法の 改正により大学の 教育・研究の 質維 
持のための評価の 努力義務が課せられたことが 一つの契機といえる・その 後，大学審議会とそれを 引 

き 継ぐ中央教育審議会の 答申や文部科学者通達，平成 7 年の科学技術基本法の 設置と科学技術基本計 
画および大綱的指針， 2004 年の国立大学法人化など ，いくつかの 流れがあ いまって現在わが 国の大 
学・研究機関は「評価」に 直面することになった．言い 換えると「評価文化」が 大学・研究機関一般 
に 広まりつっあ る状況であ る．本報告ではこうした 各大学・研究機関に 導入されっ っ あ る評価制度を 
類型化し，各類型の 長所・短所について 考察を行いたい ， 

2. 本稿の目的と 用いた手法 
本稿では，大学・ 公的研究機関で 行った聞き取り 調査に基づき ，実施されている 評価を類型化し 

それぞれの類型について 論じることを 目的としている．本稿で 論じる評価は ，研究開発機関の 評価 ( 以 
後 「組織評価」とする ), 研究開発課題の 評価 ( 以後「研究評価」とする ), 教員・研究者の 評価 ( 以 
後「個人評価」とする ), の 3 評価であ る・その中でも 組織評価と個人評価に 焦点をあ てた・研究評 
価はそれらに 内包されるケースを 主に取り扱った．大学においては 教育評価も重要であ るが，それ 自 

体 が大きな研究対象であ る   本稿では教育評価は 評価指標の 一 カテゴリーとしての 取り扱いのみで ， 
詳しい言及は 行わなかった   

用いた手法は ，文献およびインターネットなどによる 文献調査と ， 聞き取り調査を 主としたフィー 

ルド調査であ る．フィールド 調査は平成 15 年から平成 17 年にかけて，国公立大学 lldl , 研究開発 

型法人 3, 私立大学 4 の計 18 機関について 行った・本稿では 特に国立・公立大学法人化などの 影響で 
評価制度導入が 活発な国公立大学に 焦点をあ てて論じたい (2   また， 日本との比較のために 海外で行 

つた フィールド調査からも 考察を深めたい． 

3.  フィールドスタディ 結果 
3 Ⅰ． 評価の目的 

一般的に大学の 使命とは研究活動と 教育活動を通じて 社会に貢献することであ り，研究機関の 使命 
は 研究を通じて 社会に貢献することであ る．広義には 評価実施の目的はこれらの 使命を向上させるこ 
とであ る． しかし各大学・ 研究機関の置かれた 状況は様々で ，具体的にどの 部分に重点を 置くのか， 
またどの段階を 目指して活動を 行 う のかはそれぞれ 大きな異なりがあ る・したがって ，評価導入の 直 
接の意図は各大学・ 研究機関により 様々であ り，次のような 目的が明示的あ るいは暗示的に 示された・ 

重複する点もあ るが列挙すると ，経営理俳の 達成，質の高い 研究成果をあ げるため，質の 高い教育を 
提供するため ，教員活性化，足切りによる 教員の最低水準の 確保，経営資源配分の 根拠，任期や 昇進 
の判断基準，関連第姉者への 説明責任，国や 自治体などの 監督行政の意向を 汲んで，などであ った・ 

1 正確には平成 15 年度までに行った 聞き取り調査では 国立大学，平成 16 年度以降は国立大学法人などのような 呼称 
を用いるべきであ る， しかし文章の 煩雑さを避けるため ，国立大学，国立大学法人，公立大学を 総称する呼称として 
本稿では「国公立大学」を 用いた． 

2 本稿では類型化に 主眼をおいたため 個別大学・研究機関の 詳細については 記述していない   それらについては 馬場 

(2005,2004a,2004b),  馬場・ 刀 、 林 (2003),  馬場・ 刀 、 林 ・ 南谷 (2003)  などを参照されたい   

一 252 一 



3,2. 評価の実施と 未実施 
根本的な類型化として 評価を実施しているのか ，それとも実施していないのか ，ということがあ る   

また，重要な 下層の類型化として ，評価を実施していない 場合，意図的に 評価を実施していないのか ， 
それとも体制構築の 遅れあ るいは怠慢により 評価を実施していないのかということがあ る・組織評価 

については平成 7 年と約 10 年前から自己点検・ 評価が努力義務化されていたことや 平成 14 年改正の 
学校教育法に 実施・公表が 義務化されたこと ，また平成 15 年の国立大学法人法に 自己点検・評価が 中 

間目標に定められたことなどが 背景となって ，実施していない 大学は訪問した 限りでは見られなかっ 

た．個人評価については 実施・ 朱 実施について 大学により差異が 見られた・ 

3.3. 評価単位 : 個人と組 横 
評価単位としてどこに 重点を置くかについても 類型化が可能であ る評価単位として 個人の業績を 

重視するのか ，それとも組織としての 業績を重視するのか ，という姿勢の 違いであ る・言 う までも無 

く，どちらの 類型であ っても組織業績は 重視されるし 組織業績の評価のためには 個々人の業績提出 

が求められる．大きな 違いとして評価が 個々人に直接なされるのかということがあ る・大まかな 傾向 

として 旧 帝国大学では 評価単位として 組織に重点を 置いているケースが 多く，単科大学や 地方大学で 

は個人に重点を 置いているケースが 多かった・ 

3.4. 評価基準 : 定性重視と定Ⅰ重視 

評価を行う際に ，定量的な基準を 重視しているケースと 定性的な基準を 重視しているケースが 見ら 

れた．量を基準に 評価しているケースでは ， 例え ぱあ る一定期間の 著書・論文教， CI ( サイテーショ 
ン ・インデックス ), IF ( インパクト・ファクタ 一 ), 指導学生数，担当コマ 数，特許 数 ，外部資金獲 
得額や獲得数，審議会などへの 参加数，など 数字で計測できる 定量データを 収集する・そしてそのデ 

ータに基づいてポイント 化し必要に応じて 重み付けを行った 上で集計して 評価するケースが 典型的 

であ る，この方式を 採用している 大学でさらに 細かい類型化として ，研究・教育の 質を意識している 

ケース と ，あ まり意識していないケースが 見られた・質を 意識しているケースでは ，論文の査 読 の 有 

無 ， IF あ るいは独自での 論文話 の ランク付け， CI, 外部資金獲得状況 (3 などが質の評価を 内包して 
いると考えている ，そしてそれが 有効的な範囲を 超えての比較は 行っていなかった・ 一方で量をより 

重視しているケースでは 学部全体あ るいは文系・ 理系含めた大学全体で 同一基準により 評価を行って 

いるケースもあ った． 

定性的な基準を 重視しているケースでは ，定量データは 収集するものの 評価自体は行わないケース ， 
定量データを 参考とするものの 評価判断はパネルレビュ 一の結果を重視するケース ， ピ プレビューを 

重視するケース ，上位者により 主観的に業績の 質を判断するケース ，上位者による 面接結果を重視す 
るケースなどが 見られた．研究開発型法人ではパネルレビュー やピア レビュ一の実施が 実際に行われ 

ているケースもあ った．大学でよく 見られたケースは 第三者が行う 組織評価のための 資料として個人 

業績のデータベースは 作成するが，それを 個人評価などに 敢えて用いないケースであ る・大学での ピ 

ア レビュ一などの 導入は昇進の 際の審査を除き ，計画されてはいて ，も実際に実施されているケースは 
見られなかった．上位者による 主観的判断や 面接結果の重視については 暗に行っていることを 同意す 

るケースはあ ったが，その 性質上 か ，はっきりと 明言されたケースはそれを 検討中の一ケースだけで 
あ った． 

3.5. 評価結果の取り 扱い : 参考片親のみかあ るいは処遇などへの 反映か 
評価結果の取り 扱いに対しても 大学により様々な 対応が見られた・ 評価結果の活用により 何らかの 

差が生み出されるケースと ，評価結果は 参考情報にとどめられるケースに 大別される・ 評価結果を活 

用するケースでは ，反映されるものとしては 次に列挙する 一つあ るいは複数であ る・すなわち ，賞与・ 
給与，個人あ るいは部局への 研究費配分，任期延長判断，昇進，時間や 空間などその 他の条件，など 
であ る．また評価結果を 反映させる場合どの 程度まで同一基準で 反映させるのかについても 各大学で 

差異が見られた．その 範囲は専攻・ 学科・学部レベルから 全学的まで様々であ った・全学同一基準の ケ 

3 外部資金の獲得は 提出した研究計画などの「 質 」が第姉者に よ り評価されたのだという 考え   
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一ス では，工学系の 単科大学の場合もあ ったが，文系・ 理系をもつ大学で 全学同一基準で 判断し資金 

を 個人に傾斜配分させているケースもあ った   

評価結果を参考情報にとどめているケースでは ，敢えて参考情報にとどめているケース と ，結果 活 

用 検討中のケースが 見られた・敢えて 参考情報にとどめているケースは 評価を実施することにより 偏 

った行動をとる 弊害がそうでない 場合よりも大きいとの 考えに基づくものであ った． 

4, 考察 
4 Ⅰ． 評価システムの 類型化 

図 1 に示すとおりフィールド 調査より評価システムを 10 タイプに類型化した   類型は評価実施の 

有無，評価単位，評価基準，評価の 反映で分類した   評価実施の有無では ， 朱 実施の場合は 意図的， 
または遅れ・ 怠慢の 2 分類とした． 
実施の場合は 評価単位が個人か 図 ] 評価の類型化 辞 価の反映 
組織かで分類した．さらにそれぞ 五規 する 

れで重視する 評価基準が定量的 
拝 何 % 準 

辞 伝単位 反映 R A-IV-RS! 

か 定性的かで分類した．評価基準 
    

に 関してはさらにサブバループ   NR 圭吉 A-IV-NRS1 
評価実施 

に 分類できるがここでは 単純化 
佃人 

の 有無   反攻 R A-IQ-RSi 

のため 2 分法で行った．最後の 定桂玉拳 

  NR 接考 " 。 。 肥 
分類は評価を 参考にとどめてい 実施 

るめ かそれとも何らかの 判断に   反扶 R A-GV-RS! 

直接的に反映させているのかと   
  NR 接毒 A-GV-NR 型 

いう点で分類を 行った   上 [ 組俺 l 

以上より評価実施の 場合 8 分   反趺 R         
定性 玉宰 

類 ，評価 朱 実施の場合 2 分類に NR さ考 A-GQ-NR 穏 

類型化を行った．なお ，一組織が 
          BPSS 

一タイプの評価を 導入している 朱 実施 

ケースもあ れば，実施する 評価の             BOSS 

種類によって 異なるタイプの 評 出所 : 若者作成 

価 スタイルを導入しているケースもあ る   

4.2. 評価目的の類型化 

評価の第一義的な 目的に関してフィールド 調査から次の 3 タ 

イ ブ に分類した ( 図 2). す な む ち， 「高水準追求型」，「適正水 
準 確保型」， 「行政対応型」であ る．高水準追求型は 例えばその 
大学・研究機関から 世界トップレベルの 研究を生み出すことな 
どが主目的の 場合とした．適正水準確保型は 例えば最低この 水 
準は満たして 欲しいという 足切り水準を 定め研究・教育・ 社会貢 
献などを活性化させるなどが 主目的の場合とした．行政対応型 
は 法改正や規制・ 指導などに対応することが 主目的の場合とし 
た， 図のようにそれぞれのタイプは 交じり合 う   

3 ん 評価システム 各類型の長所・ 短所 
4.3 Ⅰ． 評価単位 : 個人と組 掩 

評価システム 各類型の長所・ 短所を評価単位について 考えてみたい ，評価単位が 個人の場合，長所 
として例えば 以下の点があ げられる． す な む ち ; 個人が評価にさらされるので 緊張感を高めることが 
できる ; 個々人の業績で 評価されるので 基準が明確であ れは不満感が 少ない ; 組織内で業績の んラ を 

少なくする効果があ る，などであ る．一方短所として ，個々人が評価にさらされるのでプレッシャー 
が 大きい ; 長期的やリスキ 一な研究に取り 組みにくくなる ; 組織によっては 評価対象が膨大になる ， 
などがあ る． 
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評価単位が組織の 場合は長所として ，組織の最適化を 考えた上での 役割分担ができる ; 個々人が評 

価期間内に業績を 出す必要が必ずしも 無く，長期的またはリスクの 大きい研究に 取り組むことができ 

る ; 個人評価を行 う 場合よりもコスト ，手間を抑えることができる ，などがあ る・一方短所として ， 

一部の構成員に 負担がかかることがあ る ; 構成員同士のバーター 取引が起こり ぅる ，などがあ る   

4.3.2. 評価基準 : 定性基準と定五基準 

評価基準でそれぞれの 長所・短所について 考えてみたい・ 定性基準を重視している 場合の長所とし 

て，研究や教育などの 質が問われるので ，それらの質を 高める努力がなされるということがあ る．一 

方で短所として ，ピアレビュ 一などは評価に 手間・時間・コストがかかり 多くの量はこなせない ; 萌 

芽的 研究などその 時点で明確に 評価できない 場合もあ る ; 評価基準が評価者の 主観にゆだねられるの 

で結果に対する 納得感が低いこともあ る，などがあ る． 

定量基準を重視している 場合その長所として ，評価基準が 作りやすい ; 評価基準が明快 ; あ る程度 

質の評価も盛り 込むことができる ; システムが確立すれば 評価にそれほど 手間がかからない ，などが 

あ る・一方短所として ，あ る程度 被 評価者による 意図的操作が 可能 ; 非評価者が質よりも 量に走りや 

すい傾向があ る ; 質の評価に関して IF や CI などは取り扱いに 注意が必要 ; 結果が明確に 数字に現 

れないことに 対して消極的になる ，などがあ る． 

5. 結論にかえて 

評価目的と評価システムを 類型化し，評価システムの 各類型で長所・ 短所について 考察を行った． 

大学・研究機関は 利益追求型法人でなく 活動の質が求められる 法人であ る，そのため 評価を行うこと 

は 簡単ではない．極論すれば 完壁な評価の 方法は存在しないといえる．例えばオーストラリアとニュ 
ージーランドは 同じ英国流研究・ 組織評価の流れを 汲む．しかし 現在試行中の ， 国による新たな 大学・ 

研究機関評価システムでオーストラリアは 評価単位として 組織を選択しているし ，ニュージーランド 

は 個人を選択している・ 両国とも政策担当者や 大学関係者に 聞き取り調査を 行ったが，どちらも 研究 

の質を向上させるという 目的のもと熟考した 上でそれぞれの 評価単位を選択している   

一方で目的と 相性の良 い 評価システムが 存在することは 事実であ ろう．例えば「適正水準確保型」 
の目的で評価制度を 導入しょうとする 場合を考えたい・この 時，評価単位で 個人を，評価基準で 定量 
基準を選択することにより ，あ る程度の効果が 比較的短期に 期待できると 考えられる．例えば 教員の 
研究活動があ まり活発でな い 場合，最低基準を 導入することにより ， 被 評価者がそれをクリアしょう 

とする過程で 自ずと活性化が 期待できるであ ろう． 

他方，「高水準追求型」の 目的で評価を 導入しょうとする 場合は「適正水準確保型」のケース と同 

一に考えると ，より短所の 影響が大きくなる 可能性も高 い，質と インパクトが 高い研究を行っている 

場合， 1-2 年程度では結果が 出ないことも 少なくな い ．そうした場合に 短期的に定量的成果を 求める 

ような基準を 導入した場合，リスキ 一だがチャレンジングな 研究課題を選択せず ，より成果の 出やす 

い 研究課題を選択する 可能性は十分考えられる．その 場合，すぐれた 研究成果が生み 出されたかもし 

れない潜在的可能性は 潰えるかもしれない・ 逆に少数のスーパースターや 優れた研究成果が 長期間 ご 

とにでも誕生すればよいとする 経営戦略の場合，教員の 自主性にゆだれて 評価は行わないという 選択 

も有効な場合があ ると考えられる． 
このように目指すべき 目的によって 適した評価システムは 異なる場合もあ る．したがって 重要なこ 

とは各大学・ 研究機関がそれぞれの 目的に適合した 評価システムを 導入することを 行政や社会が 容認 

することであ ると思われる・また 最も避けるべきは 評価の目的や 影響の検討があ いまいなまま ，行政 
への対応のために 闇雲に評価制度を 導入することではないかと 考えられる．これらの 点についてはさ 
らに考察を深める 必要があ り今後の課題であ る． 
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